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｢君が代」修正処分裁判東京高裁で勝利判決が

人権委員会岸田静枝（清瀬聖母教会）

『職務命令に従わなかったのは、

考盧するべき』

個人の信仰及び歴史観・世界観のためであることを十分

(7月19日の東京高裁判決より）

私は、 2010年3月25日の教員生活

最後の卒業式で、 「君が代」ピアノ伴奏の職

務命令に従わなかったと都教委から停職一

か月処分を受け、都人事委員会に不服申し

立てをしましたが、 3年もかかって減給一

か月処分に「修正」するという前代未聞の

裁決が出されました。裁判では、都人事委

員会と都教委を相手に、処分の取り消しと、

職務命令が憲法第19条、第26条、そし

て特に第20条に違反していることを主張

してきました。昨年2015年10月8日

に東京地裁判決、そして今年7月19日に

東京高裁判決が出ました。

東京地裁も東京高裁も、処分の取り消し、

職務命令は合憲、そして国家賠償は認めず

と、結論は同じ判決でしたが、東京高裁の

方は、都人事委員会裁決も都教委の処分も、

『考慮すべき事項を十分に考慮せず、考慮

すべきでない事項を考慮した点があり』『一

般の非違行為と同列に論じる点で相当では

ない』と、踏み込んだ判断でした。

つまり、『原告が本件職務命令に従わなか

ったのは、卒業式の円滑な進行を妨げ積極

的な害意や悪意があったわけではなく、た

とえ不利益な処分がされるとしても、内面

のみならず外部的行為においても個人の信

仰及び歴史観・世界観に忠実であるべきで

あるとの考えによるものであると認められ

る』ことは、十分考慮しなくてはならない

と、繰り返し指摘しています。

反対に、『卒業式の進行に具体的な支障も

混乱も何ら生じなかった』のに、不伴奏を

非違行為だと処分しているのは、考慮すべ

きでない事項なのに考慮した点で違法だ、

と言明しています。

憲法第20条「信教の自由」侵害が認め

られなかったのは無念でしたが、『内心にお

ける信教の自由は憲法19条の思想及び良

心の自由の宗教的側面であり』と加えられ

ている点が新しい判例であると、弁護士さ

んはおつしやっていました。

東京地裁の時には、奈良基督教会の井田

泉司祭に意見書を書いていただきました。

井田泉司祭は、キリスト教信徒にとって音

楽とは何か、演奏とは何かを、ご自分の実

践やキリスト教に関連する事実に即して意

見を述べてくださいました。

東京高裁になってからは、元・神戸女学

院大学及び神戸松陰女子学院大学の佐治孝

典先生に意見書をお願いしましたが、ご高

齢とのことで、執筆の代わりにご著書を何

冊も送っていただきました。どのご著書に

も、大日本帝国下における信教の自由の実

態、敗戦後キリスト教会が天皇制と国家に

対してどのように向き合ってきたか、そし

て「君が代」問題についても深く考察され

ていましたので、私は自分の陳述書に多く

の部分を引用させてもらいました。

この「君が代」修正処分裁判で獲得できた

ものは、ほんの僅かですが、これまでの「君

が代」処分裁判から受け継ぎ、 これからの裁

判につなげることのできた小さな前進でもあ

ります。 さっそく、大阪高裁で係争中のクリ

スチャン教員から、 「すぐに判決文を送ってく

ださい」 との連絡が入りました。


